
                 

令和２年度 支部の活動報告 《社会貢献》 

 
１． 確定申告期の税務支援（表中の数字は延数） 

（1）受託事業（アウトソーシング事業）として、本会が受注した次の事業に会員を派遣した。 

①無料申告相談（松本税務署・塩尻市役所） 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

 
松 本 

所得 

消費 

ほか 

 

2/2～3/31 
 

61 ヶ所 100 人 831 人 

②電話相談による申告相談（コールセンター）  

会場：松本サテライト  開設期間：1/18～2/2  派遣会員：延 31 名 

 

（2）協議派遣事業として、次の事業に会員を派遣した。 

①商工会議所・商工会 

小規模納税者等に対する税務支援事業に関する申し合わせによる青色申告者 (対象は原

則として前年分の特典控除前所得 300 万円以下) を対象として､ 決算指導及び税務相談を

実施した｡ また、松本商工会議所・安曇野市商工会豊科支所・生坂村商工会・木曽税務署

管内商工会において、電子申告を行った。 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

 
松 本 

青色 

消費 

2/15～3/12 53 ヶ所 82 人 473 人 

木 曽 2/26～3/26 11 ヶ所   11 人 144 人 

計   64 ヶ所 93 人 617 人 

②農業協同組合 

農業所得者の記帳及び確定申告事務を円滑にすることを目的とし、税務指導を実施した｡ 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 所得 

2/3～3/10 
（松本ハイランド） 

2/8～3/19 
（松本ハイランド外） 

23 ヶ所 

 

13 ヶ所 

45 人 

 

27 人 

689 人 

 

313 人 

 

（3）特設会場で行う税務支援事業として次の事業に会員を派遣した。 

①金融機関への派遣 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 

 

所得 

ほか 

2/2～2/10 12 ヶ所 12 人 102 人 

 

 

②連合長野への派遣 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 
所得 

ほか 
 1/30 1 ヶ所 1 人 18 人 



                 

 

③あづみ野建設労働組合への派遣 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 
所得 

ほか 
 2/24～2/25 2 ヶ所 4 人 31 人 

 

④松本建設労働組合への派遣 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 
所得 

ほか 
3/3～3/5 3 ヶ所 8 人 41 人 

 

 

 

２． 確定申告期以外の派遣税理士の活動（表中の数字は延数） 

（1）受託事業（アウトソーシング事業）として、本会が受注した次の事業に会員を派遣した。 

①臨戸方式による個別記帳指導 

税務署管内 種類 派遣会員数 指導納税者数(実) 指導回数 

松 本 本 記帳

ほか 

10 人 10 人 30 回 

木 曽 曽 1 人 2 人    5 回 

 計  11 人 12 人 35 回 

 

 

（2）商工会議所・商工会への派遣 

  講習会等 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 講習会等 8/3～12/1 2 ヶ所 2 人 2 人 

 

 

（3）その他への派遣 

 ①.講習会等 

税務署管内 種類 開設期間 会場数 派遣会員数 相談者数 

松 本 講習会等 6/30～2/6  18 ヶ所 24 人 139 人 

木 曽 〃 4/8～3/4 15 ヵ所 15 人 300 人 

計   33 ヶ所 39 人 439 人 

 

②.一日合同行政相談所 

税務署管内 種類     会場 開設期間 派遣会員数 相談者数 

松 本 相続等 井上百貨店  5/12 1 人 中止 

 

 



                 

 

３．無料税務相談所の開設 

（1）会員事務所における無料税務相談 

期 間 令和 3年 2月 3日（水） 

対象者 原則として当該年度の所得金額 300 万円以下の給与所得者及び年金受給者 

広 報 市町村広報､ 市民タイムス､ 松本法人会会報等へ記事掲載による広報､ 担当

者名簿の配布 (税務署・市町村窓口､ 商工会議所・商工会窓口､ 銀行、事前説

明会の会場など)  

相談件数 2件（うち有料のもの 0件） 関与会員数 2 人 

（2）会場型の無料相談会 

期 日 令和 3年 2月 3日（水） 

会 場 会員事務所にて電話相談 

   相談件数 2件（うち有料のもの 0件） 関与会員数 1 人 

 

４．松本支部税務相談所の開設 

年間を通じて毎週水曜日午前10時より 12時まで､ 長野県税理士会館及び松本市役所市民

相談室において税務相談所を開設した｡ （電話による相談とした） 

「税を考える週間」中の税務相談については 11 月 7 日付け市民タイムスへの広告掲載に

より広報を行った。 

会 場 相談日（毎週水曜日） 相談件数 関与会員数 

税理士会館 
令和 2.4.1～令和 3.3.31

（第 2 水曜日以外） 
30件 延 19 人 

松本市役所 
令和 2.4.1～令和 3.3.31

（第 2 水曜日） 
43件 延 12 人 

 

 


